
仕 様 書 

 

１ 業務名 

  令和６年度女性の活躍先進事例紹介に関する委託業務 

 

２ 目的 

  女性の活躍を推進することで、性別に関わらず個性と能力を発揮し誰もが活躍できる

社会の実現を目指し、おおいた女性活躍推進事業者表彰を受賞した企業の取組を紹介す

ることにより、他の企業・団体等の一層の取組促進を図ることを目的とする。 

 

３ 委託業務の実施期間 

  契約の日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 委託業務内容 

（１）企業の取組紹介動画の作成 

 ①動画の内容 

・受賞企業の取組を紹介する動画を企業ごとに１本ずつ作成すること。（令和６年度おお

いた女性活躍推進事業者表彰 受賞企業：４社予定） 

・YouTube等のメディアで再生可能な３～５分程度の動画であること。 

・各企業の魅力や取組が伝わる動画内容等を企画すること。 

・女性活躍応援県おおいた PR動画と親和性を持たせた動画を作成すること。 

 

②動画の制作 

・企業の取組等について取材、撮影のうえ、映像作成を行うこと。 

・企業における職場風景等の被写体については、企業及び県と協議のうえ決定すること。 

 

③動画の編集 

・字幕、ナレーションを入れること。 

 

（２）就職情報サイト等への記事掲載 

 ①記事の内容 

 ・受賞企業の取組を紹介する記事を１本以上作成すること。 

 ・就労を目指す者に対し、各企業の魅力や取組が伝わる記事内容等を企画すること。 

 

 ②記事の制作 

 ・企業の取組等について取材、必要な写真を撮影のうえ、記事作成を行うこと。 

 ・写真の被写体については、企業及び県と協議のうえ決定すること。 



 

 ③記事の掲載 

 ・作成した記事を民間就職情報サイト等に掲載すること。 

 

５ 成果物 

 以下のものを納品すること 

（１）成果品等 

①事業実施報告書 

②作成した動画を DVD-ROM等で４枚（大分県１枚、受賞企業各１枚） 

（２）納品場所 

  大分県消費生活・男女共同参画プラザ 

（３）納品期限 

  ①令和７年３月２８日（金） 

  ②令和７年３月２１日（金） 

 

６ その他運営に関する一切 

業務の遂行に関しては、委託業務の責任者を選任し、県との連絡調整を綿密に行うとと

もに、事業の進捗を管理し、取組状況等県の求めに応じて報告する。 

 

７ 著作権 

  本業務に基づく成果物に関する著作権及び使用権は、すべて県に帰属するものとし、無

断で公表・譲渡・貸与または、使用してはならない。本業務にて使用する映像、イラスト、

写真その他資料について、第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発

生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権料等に負担と責任は全て受託者

が負うこと。 

 

８ その他業務実施上の条件 

（１）関係法令の遵守 

   受託者は、関係法令を遵守すること。 

（２）守秘義務 

   受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の

利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（３）業務の再委託 

受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により県の承認を

得たときはこの限りでない。なお、「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業

務遂行管理、手法の決定、技術的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置



づけられる業務をいうものとする。 

（４）本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合は、県と十分協議すること。 

（５）その他、本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議のうえ決定するこ

と。 


